
令和8年度小学校新１年生の保護者の皆様へ 令和７年９月 

長岡京市教育委員会 

 
長岡京市では令和8年度に小学校に入学されるお子さまがいらっしゃるご家庭で、経済的にお

困りの保護者を対象に、新入学のための学用品等の購入補助費用を入学前に支給します。 

 

・令和8年４月に新１年生として長岡京市立の小学校に入学予定のお子さまの保護者 

・令和7年１２月１日現在、長岡京市就学援助制度の認定基準で「準要保護」の基準に該当する方 

・令和7年１２月１日現在、長岡京市に住民票のあるお子さまの保護者 

・期限内に不備なく申請書を提出した方 

※生活保護受給中の方は、生活保護から入学準備金が支給されるので、本制度では支給対象外です。 

※審査の結果、就学援助を受けられない場合があります。 

 

項目 支給日(予定) 支給額 支給方法 

新入学 

学用品費 

3月 

中旬～下旬 
新小学１年生 

57,060円 

（令和７年度実績） 

原則、申請保護者の 

口座へ振り込み 

 

LINE （紙での申請を希望される場合は、学校教育課へご連絡ください。）  

受付期間：１１月１４日（金）から１２月１5 日（月）まで（厳守） 
紙申請の場合、土・日曜日、祝日や時間外は受付できません。 

※郵送の場合は お電話又はメールにて その旨ご連絡ください（郵送先は末尾） 

※就学時健康診断会場、入学予定の学校では受付できませんのでご注意ください。 

右記 QR コードを読み込み、LINE の長岡京市公式  

アカウントから申請してください。 

（振込先口座がわかるものと、必要書類をご準備  

ください。） 

 

裏面フローに沿って添付資料をご準備ください。  

新入学学用品費の入学前支給のご案内 

１． 入学前支給の対象となる方（以下の要件すべてに該当する方） 

２．援助の内容 

３．申請方法 

4．必要書類 
申請用QRコード 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 今回、期日までに申請がない場合は入学前支給の対象にはなりませんが、入学後 

４月 24 日（金）までに申請いただき、認定となった場合は、５月末に新入学学用品費

を支給します。また、未申告で不認定となった場合も、上記の期限までに申告を済ま

せたうえで、再度申請いただくと認定になる可能性があります。 

〇 今回認定され、入学前支給を受けた方で、入学後就学援助制度をそのまま希望さ

れる場合は、再度の申請は不要です。 

〇 審査の結果、就学援助を受けられない場合があります。 

〇 認定・不認定とも、結果は 1月末に通知する予定です。通知が届かない場合は、学校

教育課にお問い合わせください。 

〇 新１年生として複数の児童が入学される場合は、それぞれ申請が必要です。 

○ 新中学１年生へは在籍する小学校よりご案内します。 

≪参照する課税年度の切り替わりについて≫ 

○ 入学前支給申請時点では令和 7 年度の住民税課税状況（令和 6 年分所得等）を基

に審査を行います。「収入額超過」により不認定となった場合でも、課税年度が切り

替わる６月に再度申請していただきますと、新年度の課税状況等を基に審査し、認定

となる場合があります。 

（参考）令和７年度住民税は令和６年１月１日から同年１２月３１日の収入額を基に算定されています。 

 

長岡京市教育委員会 学校教育課 学務係 （市役所旧庁舎(北棟)３階） 

〒617-8501 長岡京市開田１丁目１番１号  

TEL：075-955-9544（直通）   Email：gakkoukyouiku@city.nagaokakyo.lg.jp 

申請内容や添付書類に不備がある場合は、認定ができません。 

また、税申告をされていない場合は不認定になりますのでご注意ください。 

５．ご注意ください 

7．お問合せ・郵送先 

令和 7年１月１日現在、長岡京市に住民登録が 

ある ない 

添付書類は不要です。 前住所地の市区町村発行の 

・課税（非課税）証明書（令和 7年度） 

・納税通知書（令和 7年度） 

のいずれかの写しを、保護者の方及び同一世帯

中で収入がある方全員分添付してください。 

※なお、添付書類には、収入金額・社会保険料・住

民税額が明記されている必要があります。 

添付書類が提出できない等、特別な事情が

ある場合は、学校教育課学務係まで 

ご相談ください。 

 

令和6年１月１日から 

令和6年１２月３１日までの

１年間に得た所得等が記載

されたものです。 

 


